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意見内容 

全体として 
 
 
 
 
 

・ 本論点整理（案）は、先に発表されたＩＰＣＣの第４

次報告の警告および目標にはるかに及ばない現状に対

して、あまりに危機感を欠くと言わざるを得ない。 
・ ＩＰＣＣの第４次報告を受け、近く日本政府が国際社

会において「2050 年までに温室効果ガスを半減させ
る」ことを呼びかけるにあたり、日本国内においても、

相応の長期目標を設定することは必須となる。本論点

整理でもこれらの火急の状況に触れるべきである。具

体的には、「2050 年までに 50%削減」（ＥＵ並み）、
「2020年までに 20%削減」（英国並み）の長期・中期
目標を設定すべきである。 

・ さらに短期・中期の整合性ある削減計画が不可欠であ

る。今回の第一約束期間においてＣＤＭ等の京都メカ

ニズムで数字を合わせ大量の資金を海外に流出させ

るより、環境税の導入等により国内でのインフラ整備

に投資し、次の枠組みづくりを視野に入れた中期・長

期目標に対応すべきである。 
P２ １ 現状認識 （２）
現行「京都議定書目標達

成計画」の進捗状況  

・ 自主行動計画フォローアップの結果として、排出増の

主因が特に電力、鉄鋼部門における石炭使用の増加で

あることが確認されたことを明記すべきである。 

P５ ２ 今後の追加対策
の論点 （１）自主行動

計画フォローアップ合同

会議とりまとめで示され

た対策 ②その他の課題 

・ 京都議定書の目標が総量削減である以上、原単位のみ

の目標設定では国際的に通用しない。全業種で排出総

量と原単位の両方の削減目標を設定するべきである。

・ 目標達成のための制度を強化する必要がある。業界と

政府の自主協定等により、目標達成を公約し、未達成



の場合の担保措置や責任の所在を明確にするべき。 
・ 根拠となるデータの迅速かつ十分な開示と第三者によ

る評価が必要である。 
Ｐ５ 同 （２）産構審・

中環審合同会合において

提出された削減対策に関

する意見 ①民生（業

務・家庭）部門関連 
（イ）住宅・業務用ビル

の省エネ化 

・ 新築の場合「2000平米未満の住宅・建築物も規制の対
象」とし、「省エネ基準を義務化」することは排出削減

効果も大きく重要である。 
・ 既築も一定以上の規模の場合は、断熱改修を促進する

ための経済的措置が必要である。 
・ 「設備も含めた全体の省エネ基準化」においては、か

えって電力消費を促進する傾向のあるオール電化住宅

等のエネルギー使用の実態を確認すべきである。 
・ 住宅のライフスタイルトータルでの削減効果の観点か

ら、国産材の使用や住宅の長寿命化を促す経済的措置

が必要である。 
Ｐ７ 同 ②運輸部門関

連（ロ）交通流対策 
・ 「公共交通機関の利用促進」は、自治体と公共交通機

関の共同によるインセンティブを導入して促進すべ

き。 
・ 「環状道路の早期整備、高速道路の利用促進」は自動

車利用の促進およびＣＯ２排出増加につながるので削

除すべき。 
・ 自動車を利用しなくても日常生活が送れる「コンパク

トなまちづくり」を追記すべき。 
Ｐ７ 同 ②運輸部門関

連（ニ）バイオマス燃料

の導入促進 

・ バイオマス燃料の導入にあたっては、以下を条件とす

べき。 
0． 輸送用エネルギー需要を削減するための抜本的対策を
実施すること 
１．国内産・地域産のバイオマス資源、また食糧需要と競

合しないバイオマス資源を優先的に利用すること 
2． 原料供給源が明確であり、サプライチェーン（供給連
鎖）のトレーサビリティが確保されていること 
3． 生産から加工、流通、消費までの全ての段階を通して
トータルに、温暖化防止効果が見込めること 
4． 原料生産において、法令遵守、環境・社会影響評価、
生態系保全、社会的合意、環境管理の責任が果たされてい

ること 
Ｐ８ 同 ③産業・エネ

ルギー転換部門関連 

（ロ）電力分野における

取組 

・ 「科学的・合理的な運転管理による原子力設備利用率

の向上」は、事故隠しが次々明るみに出る現状で非現

実的。 
・ ここで現実的な数値に改めるにしても、原子力の利用

は将来世代にとって温暖化の進行と同様に重い負荷



を遺すので依存すべきでない。 
Ｐ８ 同 （ハ）産業・

エネルギー転換部門全体

に係る取組 
 
 

・ 「産業・エネルギー転換部門における石炭利用の抑制」

は重要。石炭課税を強化すべきである。 
・ 石炭火力発電所にＣＯ２排出原単位規制を行い、新設

を規制すべき。 

Ｐ８ 同 （ニ）新エネ

ルギーに係る取組 
 

・ 再生可能エネルギーの活用の検討」は「検討」でなく、

「促進」とすべき。 
・ 電力は、現在のＲＰＳ法では不十分。当面は同法の目

標値の大幅引き上げを行い、早急に固定価格買取制度

の導入を行うべき。 
Ｐ８ 同 ⑤分野横断的

事項 
 

・ 「国民運動」の定義は、民生・家庭部門の普及啓発に

重点を置くのではなく、行政、事業者、消費者の連携

により行う取組みの促進であることを明記すべき。 
・ 「国内排出量取引制度、環境税の導入についての検討」

は、「検討」でなく「早期導入」とすべき。 
・ 「国内排出量取引制度」はキャップ・アンド・トレー

ド方式とし、自主行動計画の促進に活用すべきである。

・ 「環境税」の税収を再生可能エネルギーのインフラ整

備に充当すべき。 

 


